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つ
ぎ
に
中
屋
敷
お
よ
び
下
屋
敷
に
つ
い
て
述
べ
る
。

鯖
江
藩
の
江
戸
屋
敷
の
う
ち
中
屋
敷
と
下
屋
敷
に
つ

い
て
「
江
戸
藩
邸
沿
草
」
で
は
、
中
屋
敷
と
し
て
「
元

矢
之
倉
L

を
あ
げ
、
下
屋
敷
と
し
て
「
青
山
百
人
町
」
、

「
下
谷
長
者
町
」
、
「
下
大
崎
」
、
「
品
川
大
井
」
、
「
代
々

木
」
、
「
本
芝
一
丁
目
」
、
「
浜
町
」
、
「
四
谷
角
筈
」
を

あ
げ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
中
屋
敷
は
隠
居
し

た
藩
主
や
そ
の
家
族
、
あ
る
い
は
次
代
の
藩
主
と
な

る
べ
き
世
子
の
居
宅
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た

下
屋
敷
は
上
屋
敷
や
中
屋
敷
が
火
災
な
ど
に
遭
っ
た

際
の
避
難
邸
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

竹
内

鯖
江
藩
の
江
戸
屋
敷
に
つ
い
て

ω 47の 3

大
名
や
幕
臣
の
中
・
下
屋
敷
も
原
則
と
し
て
幕
府

か
ら
拝
領
地
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
れ
ら
の
屋
敷
は
、
さ
ま
、
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り

相
対
替
と
称
し
て
拝
領
屋
敷
の
変
更
が
行
わ
れ
て
い

た
。
相
対
替
は
幕
府
の
許
可
を
必
要
と
し
た
が
、
「
相

対
」
つ
ま
り
当
事
者
相
互
の
協
議
に
よ
る
こ
と
で
あ

り
、
二
疋
の
要
因
を
満
た
し
て
さ
え
い
れ
ば
容
易
に

承
認
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
大
名
や
幕
臣
の
間
で
は
拝

領
屋
敷
の
移
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
が
o

鯖
江
藩
の
江
戸
屋
敷
も
例
外
で
な
く
、
と
く
に
中

屋
敷
と
下
屋
敷
で
は
、
相
対
替
や
切
坪
相
対
替
が
繰

り
返
さ
れ
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
屋
敷
の
変
遷
、
経

過
と
い
っ
た
も
の
が
実
に
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
鯖
江
藩
の
屋
敷
に
つ
い
て
相

対
替
も
含
め
そ
の
変
遷
や
経
過
を
述
べ
て
お
き
た
い

と
思
う
。
出
典
は
「
江
戸
藩
邸
沿
革
」
の
ほ
か
「
鯖

江
藩
日
記
」
(
以
下
「
日
記
」
と
い
う
)
、
「
従
江
戸
到

来
御
用
状
」
(
以
下
「
御
用
状
」
と
い
う
)
な
ど
で
あ
る
。

浜
町
屋
敷
間
部
詮
一
房
が
宝
永
四
年
(
一
七
O
七
)
七

月
に
拝
領
し
た
屋
敷
で
、
拝
領
地
は
「
元
矢
之
倉
L

に
位
置
し
、
「
浜
町
屋
敷
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
坪

数
は
=
一
五
二
九
坪
。
大
川
(
隅
田
川
)
端
の
米
倉
丹

夫

よる後
る(守
と図の
、一屋
参敷
照が
ゴ間
そ部
の家
位の
置屋
は敷
「と
私な
弟つ
地た
名も
考品の
L_W で

にあ

も
と
や
の
く
ら

元
矢
倉

ど

ま

ち

ゃ

く

ら

は

ま

て

う

江
戸
町
づ
く
し
に
、
矢
の
倉
と
い
ふ
ハ
浜
町

う

ち

ひ

さ

ま

っ

て

う

ぺ

つ

の
内
、
久
松
町
の
つ
ザ
き
と
あ
れ
ど
、
別
に

も

と

や

の

く

ら

も

じ

わ

け

し

よ

け

ん

元
矢
倉
の
文
字
の
訳
、
所
見
な
し

と
あ
り
、
現
在
の
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
浜
町
一

1

二
丁
目
に
あ
た
る
。

と
こ
ろ
が
正
徳
四
年
(
一
七
一
四
)
一
月
に
こ
の

間
部
家
屋
敷
と
そ
の
隣
に
位
置
す
る
旗
本
酒
井
与
九

郎
・
森
川
金
右
衛
門
の
聞
で
屋
敷
替
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
時
の
記
録
は
次
の
よ
う
な
も
の

③
 

で
あ
る
。一

(
正
徳
四
年
)
正
月
四
日
、
浜
町
御
屋
敷
隣

酒
井
与
九
郎
様
・
森
川
金
右
衛
門
様
右
両
御

屋
敷
三
千
二
百
五
十
七
坪
壱
合
六
勺
八
才
、

下
谷
御
屋
敷
之
内
ニ
而
右
之
坪
数
御
引
替
、

為
引
料
金
五
百
両
御
両
所
様
江
被
遣
之
、
今

日
引
渡
相
済
、
但
し
二
百
五
十
両
宛

つ
ま
り
、
こ
の
記
録
は
間
部
家
と
旗
本
酒
井
・
森

川
両
家
と
の
=
一
方
相
対
替
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
一
不
す

も
の
で
あ
る
。
相
対
替
の
内
容
と
し
て
は
①
間
部
家
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五
億
ム
永
ル
ヰ
え
M
U

官
、
，
永
年
中
え
が
ノ

(1御府内往還其外沿革図書」より)

「御府内往還其外沿革図書」より
〔大川沿いの米倉丹後守屋敷が全て間部家の屋敷となる〕

正徳5年4月拝領浜町屋敷位置図

ヰミ

時

、ミ)j..

図1

図2
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は
こ
の
浜
町
屋
敷
に
隣
接
す
る
酒
井
・
森
川
両
家
の

屋
敷
地
三
二
五
七
坪
を
取
得
し
、
②
そ
の
替
地
と
し

て
間
部
家
は
下
谷
屋
敷
の
一
部
(
三
二
五
七
坪
)
を

両
家
に
提
供
す
る
。
③
間
部
家
か
ら
両
家
に
対
し
て

「
引
料
」
五
O

O
両
を
支
払
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

③
の
「
引
料
」
と
い
う
の
は
、
一
般
に
「
移
転
料
」

・
「
引
越
料
」
の
意
味
が
あ
る
。
間
部
家
が
両
家
(
酒

井
・
森
川
両
家
)
に
引
料
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
を

み
る
と
、
間
部
家
側
か
ら
頼
み
込
ん
だ
相
対
替
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
た
と
え
坪
数
が
同
じ
で
あ
っ

て
も
、
下
谷
屋
敷
の
ほ
う
が
両
家
に
と
っ
て
立
地
条

件
な
ど
の
面
で
不
利
で
あ
っ
た
、
な
ど
と
い
っ
た
事

@
 

情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
屋
敷
の
そ
の
後
の
経
過
を
記
す
と
、
正
徳
五

年
(
一
七
一
五
)
四
月
に
添
地
と
し
て
牧
野
備
後
守

の
屋
敷
の
う
ち
四
七
六
五
坪
を
拝
領
し
て
い
る
(
図

二
参
照
)
。
続
い
て
、
享
保
九
(
一
七
二
四
)
四
月

に
は
間
部
隠
岐
九
(
詮
之
)
に
切
坪
相
対
替
で
三
一
一

0
0
坪
を
引
き
渡
し
、
同
十
五
年
八
月
に
は
加
納
遠

江
守
(
久
通
)
と
の
相
対
替
が
あ
り
、
延
享
三
年
(
一

七
四
六
)
に
は
切
坪
上
地
に
よ
っ
て
板
倉
家
に
一
一
一
一
一
一

七
四
坪
を
引
き
渡
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
年
十
一
月
に

は
西
尾
隠
岐
守
(
忠
尚
)
と
の
相
対
替
を
経
て
、
浜

竹
内

鯖
江
藩
の
江
戸
屋
敷
に
つ
い
て

ω

町
屋
敷
は
上
地
と
な
っ
て
い
る
。
加
納
遠
江
守
や
西

尾
隠
岐
守
と
の
相
対
替
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

青
山
屋
敷
間
部
詮
房
が
宝
永
三
年
(
一
七
O
六
)

二
月
、
青
山
百
人
町
に
お
い
て
拝
領
し
た
屋
敷
。
現

@
 

在
の
港
区
北
青
山
三
丁
目
。
芥
川
編
の
「
文
献
援
遺
」

に
「
宝
、
水
三
年
二
月
五
日
青
山
ニ
テ
御
拝
領
、
コ
レ

ヲ
御
下
屋
敷
ノ
最
初
ト
ス
、
宝
永
ノ
地
面
ニ
据
レ
ハ

善
光
寺
ノ
西
南
ニ
当
ル
」
と
み
え
る
。
坪
数
は
五
0

0
0
坪
で
あ
っ
た
。
こ
の
青
山
屋
敷
は
正
徳
二
年
(
一

七
二
一
)
一
月
に
旗
本
松
平
三
四
郎
と
の
相
対
替
に

よ
り
下
谷
長
者
町
に
替
地
に
な
っ
て
い
る
。

下
谷
屋
敷
前
記
の
よ
う
に
、
正
徳
二
年
一
月
旗
本

松
平
三
四
郎
と
の
相
対
替
に
よ
り
、
替
地
と
し
て
下

谷
長
者
町
で
下
賜
さ
れ
た
屋
敷
で
あ
る
。
「
下
谷
屋

敷
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
坪
数
は
六
二
O

O
坪
。
現

在
の
台
東
区
上
野
コ
一
丁
目
。
し
か
し
、
こ
の
屋
敷
の

一
部
(
三
二
五
七
坪
)
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
事

情
で
旗
本
酒
井
・
森
川
両
氏
に
渡
さ
れ
、
さ
ら
に
享

保
元
年
(
一
七
一
六
)
二
月
に
は
萩
原
近
江
守
(
重

秀
)
と
の
相
対
替
が
行
わ
れ
、
こ
の
屋
敷
は
次
ぎ
に

記
す
関
口
屋
敷
と
相
対
替
に
な
り
上
地
と
な
っ
た
。

関
口
屋
敷
享
保
元
年
二
月
、
前
勘
定
奉
行
萩
原
重

秀
と
の
相
対
替
に
よ
り
関
口
目
白
で
取
得
し
た
屋
敷

で
あ
る
。
現
在
の
文
京
区
関
口
周
辺
。
「
関
口
屋
敷
」

と
称
さ
れ
、
坪
数
は
六
四
三
一
四
坪
で
あ
っ
た
。
「
御

用
状
刊
に
は
、

一
関
口
村
於
目
白
之
台
先
年
荻
原
近
江
守
様
上
ケ

屋
敷
、
今
度
下
谷
御
屋
敷
与
御
引
替
之
儀
当
コ
一

日
被
仰
出
、
同
六
日
ニ
御
受
取
相
済
申
候
処
御

本
家
様
茂
宜
坪
数
有
之
、
御
長
屋
茂
余
程
有
之

ニ
付
御
家
中
茂
過
半
者
近
々
引
越
申
筈
ニ
候
、

御
屋
敷
六
千
余
坪
ニ
候
得
共
、
山
空
地
共
ニ
小

壱
万
坪
程
余
茂
可
有
之
由
ニ
候

と
あ
る
よ
う
に
、
「
小
壱
万
坪
余
」
の
面
積
を
有
し

て
い
た
。
享
保
六
年
(
一
七
二
ご
五
月
に
は
こ
の

屋
敷
は
上
地
と
な
っ
て
い
る
。

猿
町
屋
敷
「
享
浄
院
殿
御
実
録
」
に
「
(
宝
永
五
年
)

九
月
十
一
日
、
西
御
丸
江
公
方
様
御
成
之
節
、
猿
町

御
下
屋
鋪
御
拝
領
、
堀
式
部
様
御
上
ケ
屋
敷
」
と
あ

る
か
ら
、
詮
房
が
白
金
猿
町
(
下
大
崎
)
で
拝
領
し

た
屋
敷
で
、
「
猿
町
屋
敷
」
と
称
し
た
。
現
在
の
港

区
東
五
反
田
四
丁
目
に
位
置
し
て
い
た
。
坪
数
は
一

万
六
六
八
一
坪
で
あ
っ
た
。
元
文
二
年
(
一
七
三
七
)

十
月
松
平
陸
奥
守
(
伊
達
吉
村
)
と
の
相
対
替
に
よ
り

品
川
大
井
(
鮫
頭
)
に
替
地
と
な
っ
た
。

鮫
頭
屋
敷
元
文
二
年
十
月
、
松
平
陸
奥
守
と
の
相
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対
に
よ
り
間
部
家
の
下
屋
敷
と
な
っ
た
も
の
。
品
川

大
井
村
(
現
在
品
川
区
東
大
井
四
丁
目
)
に
あ
り
、

「
日
記
」
な
ど
に
も
「
鮫
頭
御
屋
敷
」
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
。
坪
数
は
一
万
六
六
八
一
坪
で
あ
っ
た

が
、
明
治
の
記
録
で
は
一
万
六
六
八
二
坪
と
記
す
。

こ

ち

し

な

が

わ

詮
実
の
「
私
弟
坪
数
」
で
は
「
此
の
地
ハ
、
品
川
ノ

つ

づ

与

や

ま

t
3

た

い

ほ

く

く

り

さ

続
に
て
山
荘
也
。
(
中
略
)
大
木
あ
り
て
、
栗
の
木
多

た

け

ば

や

し

す

ぎ

ば

や

し

坊

っ

て

き

く

す

き

牢

し

し
、
又
竹
林
あ
り
、
杉
林
あ
り
。
嘗
問
、
こ
の
杉
林

ぷ

ん

か

ど

あ

き

か

っ

く

ふ

う

す

ぎ

の

な

え

う

え

つ

け

ハ
文
化
度
父
詮
勝
の
工
夫
に
て
杉
苗
を
植
付
ら
れ
し

い

ま

み

な

た

い

ぼ

く

し

よ

う

は

ん

も

よ
し
な
り
、
今
ハ
皆
大
木
と
な
り
て
枝
葉
繁
茂
す
、

そ

の

の

ち

あ

ん

せ

い

た

つ

は

る

ご

ろ

主

た

ず

さ

の

な

へ

う

え

つ

け

其
後
安
政
=
一
辰
年
の
春
比
再
び
杉
苗
を
植
付
ら
る
。

さ

ん

し

ペ

つ

い

な

り

や

し

ん

へ

ん

が

ん

か

か

い

め

ん

み

じ

っ

山
上
稲
荷
社
の
辺
よ
り
眼
下
に
海
面
を
見
る
。
実
に

ぜ
っ
け
い

絶
景
な
り
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鮫
頭
屋

敷
は
廃
藩
後
に
は
間
部
家
の
私
邸
と
し
て
存
続
し
て

い
る
。

代
々
木
屋
敷
こ
の
屋
敷
は
元
矢
の
倉
の
浜
町
屋
敷

の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
享
保
十
五
年
(
一
七

三一
O
)
八
月
、
二
代
藩
主
詮
方
が
得
た
屋
敷
で
、
「
日

也

記
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

一
元
矢
之
蔵
下
屋
敷
之
内
添
地

三
千
四
百
坪
余

間
部
若
狭
守

代
々
木
屋
敷

弐
千
九
百
坪
余

加
納
遠
江
守

願
之
通
屋
敷
相
対
替
被
仰
付
候

右
今
度
江
戸
表
御
屋
敷
替
御
願
被
上
候
処
、
御

願
之
通
被
仰
付
候
由
、
御
書
付
致
来

こ
の
よ
う
に
、
間
部
家
と
加
納
家
と
の
問
で
行
わ

れ
た
相
対
替
に
よ
り
浜
町
屋
敷
の
添
地
=
一
四
O
O
坪

余
が
加
納
家
に
渡
さ
れ
、
間
部
家
は
代
地
と
し
て

代
々
木
に
あ
っ
た
加
納
家
屋
敷
二
九
O
O
余
を
入
手

し
て
い
石
。
こ
の
代
々
木
屋
敷
は
現
在
の
渋
谷
区

代
々
木
二
丁
目
に
位
置
し
て
い
た
も
の
。
宝
暦
元
年

(
一
七
五
二
十
二
月
ま
で
存
続
し
た
。

本
芝
屋
敷
宝
暦
元
年
十
二
月
、
代
々
木
に
あ
っ
た

間
部
家
の
屋
敷
と
中
根
大
隅
守
(
正
直
)
屋
敷
と
の

相
対
替
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
「
江
戸
藩
邸
沿
革
」

に
「
宝
暦
元
未
年
十
二
月
十
九
日
中
根
大
隅
守
拝
領

下
屋
敷
本
芝
一
丁
目
弐
千
六
百
坪
余
間
部
若
狭
守

ぇ
、
若
狭
守
拝
領
下
屋
敷
代
々
木
余
大
隅
守
え
、
相

対
替
」
と
あ
る
よ
う
に
、
間
部
家
が
本
芝
一
丁
目
の

中
根
家
の
屋
敷
を
取
得
し
、
代
々
木
の
屋
敷
を
中
根

家
に
引
渡
す
と
い
う
も
の
で
、
間
部
家
が
取
得
し
た

屋
敷
を
「
本
芝
屋
敷
」
と
い
っ
た
。
坪
数
は
二
六
O

O
坪
で
現
在
の
港
区
芝
浦
一
丁
目
に
位
置
し
て
い

た
o

詮
実
の
『
私
第
坪
数
』
に
よ
る
と
「
こ
の
地
、

に

し

み

れ

み

あ

わ

し

し

ぼ

う

ら

ひ

が

し

き

た

あ

わ

い

か

な

す

ぎ

は

ま

西
南
の
間
ハ
芝
浦
に
て
東
北
の
間
ハ
金
杉
の
浜
也
、

こ

ヲ

く

わ

こ

ろ

ま

で

に

わ

う

り

し

ば

そ

の

ほ

か

い

ろ

い

ろ

く

さ

い

ち

め

ん

弘
化
比
迄
ハ
庭
裏
結
綾
草
、
其
外
種
々
の
草
一
面
に

生
じ
て
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
屋
敷
は
「
金

杉
浦
」
と
称
さ
れ
る
海
岸
に
位
置
し
て
い
た
屋
敷
で

あ
る
(
図
一
コ
)

0

弘
化
三
年
(
一
八
四
六
)
十
一
月
、

に

わ

さ

き

う

み

と

お

本
芝
屋
敷
に
入
っ
た
詮
実
は
「
庭
先
す
ぐ
海
也
、
遠

そ

う

ぼ

う

へ

ん

ま

で

み

し

お

ひ

せ

つ

あ

る

な

つ

く
総
一
房
の
辺
迄
見
ゆ
、
三
月
潮
干
の
節
、
或
ハ
夏
の

あ

け

び

か

な

す

ぎ

の

う

り

ぺ

つ

あ

る

ゅ

う

が

し

こ

え

あ

る

ひ

揚
火
、
金
杉
の
納
涼
、
或
ハ
タ
河
岸
の
声
、
或
ハ
日

で

つ

き

で

そ

の

ほ

か

き

か

ん

の
出
・
月
の
出
、
其
外
奇
観
多
し
」
な
ど
と
記
し
て

い
る
。
本
芝
屋
敷
は
「
日
自
由
に

一
於
御
杉
戸
内
御
側
目
付
相
詰
左
之
通
申
渡
之

(
藩
家
老
)

間
部
十
三
郎

本
芝
壱
丁
目
御
下
屋
敷
海
岸
防
禦
筋
之
御

用
ニ
付
御
家
作
共
被
差
上
候
様
、
御
代
地

之
儀
者
追
而
御
沙
汰
可
有
之
旨
被
仰
出
候

間
可
被
得
其
意
旨

と
あ
る
よ
う
に
、
安
政
二
年
(
一
八
五
五
)
三
月
上

地
と
な
っ
て
い
る
。

浜
町
屋
敷
前
記
の
本
芝
屋
敷
が
安
政
二
年
三
月
に

上
地
さ
れ
る
と
、
代
地
と
し
て
浜
町
に
位
置
し
て
い

た
牧
野
備
後
守
の
屋
敷
二

0
0
0
坪
を
拝
領
し
た

(
図
臨
)
。
「
江
戸
町
づ
く
し
」
に
よ
る
と
、

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



克 t
地ち戸ど大詰浜日新t浜日
也矢ゃ橋f町1大自町;

の手てと坂t
蔵i前えい町1
な迄3うの
ど -2は河か
い円t、岸し
へと久2の
る唱主松5方士
小こふ町5
名t。の
あ此ゐ東ぞ
り内;南主
¥にの

尤2山:方
武ぷ伏f
士し井ゐ新

と
あ
る
。
現
在
の
中
央
区
日
本
橋
浜
町
二
丁
目
に
位

置
し
て
い
た
。
な
お
附
言
し
て
お
く
と
、
宝
永
四
年

に
拝
領
し
て
い
る
浜
町
屋
敷
は
図
四
で
み
る
と
「
本

多
主
膳
・
永
井
肥
前
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
位
置
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
安
政
二
年
拝
領
の
浜

町
屋
敷
と
は
別
の
屋
敷
で
あ
る
。
詮
実
の
「
私
弟
坪

ペ
L

3

l

u

つ

み

り

ゑ

の

/

、

十

ヲ

い

数
」
で
は
「
こ
の
邸
、
湿
地
に
し
て
悪
水
お
お
く
、

せ

い

す

い

す

く

あ

ん

せ

い

た

つ

ひ

き

る

り

清
水
少
な
し
。
安
政
=
一
辰
年
五
月
、
?
?
引
移
の
す
こ

ま

え

か

じ

ん

い

け

ほ

ら

こ

の

り

ふ

し
前
、
家
人
を
し
て
池
を
掘
し
む
。
好
ん
で
鯉
鮒
を

や
し
な
う
」
と
み
え
る
。
な
お
、
こ
の
屋
敷
に
つ
い

迅常事場町 ， 
y-時酔
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て
「
江
戸
藩
邸
沿
革
」
は
「
顛
末
詳
ナ
ラ
ス
」
と
し

て
い
る
が
、
元
治
元
年
十
月
土
地
と
な
っ
て
い
る
。

角
筈
屋
敷
前
述
し
た
よ
う
に
、
延
享
三
年
(
一
七

四
六
)
十
一
月
、
元
矢
の
倉
に
あ
っ
た
間
部
家
の
浜

町
屋
敷
と
西
尾
隠
岐
守
屋
敷
と
の
相
対
替
に
よ
り
取

得
し
た
屋
敷
。
「
御
用
状
」
げ

一
西
尾
隠
岐
守
四
谷
角
筈
屋
敷
此
方
様
元
矢
倉

御
崖
敷
御
相
対
替
之
儀
、
去
月
十
八
日
御
用

番
御
老
中
様
江
御
願
書
被
指
出
候
所
、
同
廿

一
日
酒
井
雅
楽
頭
様
江
御
留
守
居
被
召
呼
御

願
通
御
相
対
替
被
為
蒙
仰
候
、
則
先
月
廿
三

日
元
矢
倉
御
屋
敷
隠
岐
守
江
御
引
替
被
成
、

同
廿
六
日
角
筈
御
屋
敷
此
方
様
江
御
請
取
被

成
候

と
あ
る
。
角
筈
屋
敷
の
坪
数
は
四
二

O
O
坪
余
。
現

在
の
新
宿
区
新
宿
=
一
丁
目
に
位
置
し
て
い
た
。
詮
実

へ

ん

し

ん

ま

ち

の
『
私
第
坪
数
』
に
「
こ
の
辺
、
新
町
と
か
称
し
て

こ

う

し

う

か

い

ど

う

も

ん

ぜ

ん

こ

に

だ

む

ま

お

ひ

た

、

お

つ

ら

い

甲
州
海
道
也
、
門
前
小
荷
駄
馬
移
し
く
往
来
す
、
邸

す

き

ば

べ

し

と

ち

す

ぎ

ハ
杉
林
な
り
し
が
、
土
地
あ
し
く
ゃ
あ
り
け
ん
、
杉

iv
た

や

せ

く

ち

み

さ

こ

け

し

:

み

な

そ

だ

ち

お

そ

太
く
痩
朽
て
幹
に
苔
ぉ
、
く
生
じ
皆
成
長
遅
き
ゅ

ち

、

す

ぎ

と

ら

こ

う

く

わ

ひ

ワ

じ

は

る

ば

い

り

ん

な

さ

へ
、
父
杉
を
取
せ
て
、
弘
化
四
未
の
春
、
梅
林
と
成

さ
し
む
」
と
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
甲
州
街
道
沿
に
位
置

⑮
 

し
て
い
た
(
図

5
)
。
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な
お
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
は
、
下
谷
車
坂
(
現

台
東
区
北
上
野
一
丁
目
)
に
間
部
家
の
屋
敷
が
あ

り
、
明
治
十
五
年
十
二
月
に
は
詮
勝
(
松
堂
)
が
こ

こ
に
転
居
し
て
い
る
。

(
三
)
抱
屋
敷

次
に
抱
屋
敷
に
つ
い
て
述
べ
る
。
抱
屋
敷
と
は
、

大
名
(
武
{
永
)
が
郊
外
の
百
姓
地
を
購
入
し
屋
敷
地

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
抱
屋
敷
は
、
明
暦
大
火
後
、

江
戸
郊
外
に
避
災
の
た
め
拝
領
下
屋
敷
が
数
多
く
設

定
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
供
給
は
十
分
で
な
く
、
拝

領
を
待
た
ず
し
て
自
ら
百
姓
地
を
買
得
す
る
者
が
多

く
み
れ
ら
れ
、
こ
う
し
て
取
得
さ
れ
た
屋
敷
を
「
抱

屋
敷
L

と
い
っ
た
o

抱
屋
敷
は
原
則
と
し
て
年
貢
・

諸
役
を
負
担
す
る
義
務
が
あ
っ
た
。

さ
て
、
鯖
江
藩
の
抱
屋
敷
は
、
千
駄
木
、
小
梅
村

に
あ
っ
た
。
千
駄
木
の
抱
屋
敷
は
、
「
私
第
地
名
考
」

に
「
安
政
一
一
一
丙
辰
年
抱
邸
と
成
る
」
と
あ
り
、
ま
た

「
私
第
坪
数
」
に
よ
る
と
、
三
人
坪
三
合
二
勺
と
あ

る。

図4

ま
た
小
梅
村
の
抱
屋
敷
は
現
在
の
墨
田
区
向
島
=
一

丁
目
、
隅
田
川
の
東
岸
に
位
置
し
て
い
た
。
幕
末
期

⑪
 

に
取
得
し
た
も
の
で
、
「
御
用
状
」
に
よ
る
と

大
目
付

御
側
目
付

本
所
小
梅
村
行
方
源
兵
衛
様
御
抱
屋
敷
、

此
方
様
御
抱
屋
敷
ニ
御
譲
請
相
成
候

右
之
通
可
被
相
触
旨

四
月
三
日

と
み
え
、
ま
た
「
此
度
御
相
対
を
以
金
千
両
ニ
御
譲

渡
申
処
実
正
ニ
御
座
候
」
な
ど
と
あ
る
か
ら
、
小
梅

村
の
抱
屋
敷
は
行
方
源
兵
衛
な
る
者
の
屋
敷
を
買
得

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
規
模
は
六
五
二
坪
余
で
あ
っ

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



に
詰
め
た
人
員
、
藩
邸
の
所
要
経
費
、
年
中
行
事
な

ど
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
幕
末
に
日

本
を
訪
れ
た
英
国
の
ロ
パ

l
ト
・
フ
ォ

l
チ
ユ
ン
の

見
聞
録
に
江
戸
の
大
名
屋
敷
の
景
観
に
関
し
て
以
下

⑮
 

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

大
名
屋
敷
に
は
一
様
に
、
格
子
窓
と
、
彼
ら
を

た
。
明
治
期
に
は
、
浅
草
橋
場
に
も
間
部
家
の
抱
屋

敷
が
あ
っ
た
。江

戸
屋
敷
の
生
活

43 
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嘉永 6年「内藤新宿千駄ケ奇辺図J(部分)図 5

誇
示
す
る
紋
章
の
つ
い
た
重
厚
な
構
え
の
あ
る

外
壁
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
建
物
は
低
く
、
概

し
て
二
階
建
て
で
、
土
台
と
外
壁
の
下
方
は
漆

喰
で
で
き
て
い
た
。
外
壁
の
長
さ
か
ら
大
体
判

断
し
て
、
内
部
の
敷
地
は
よ
ほ
ど
の
広
さ
に
違

い
な
い
。
た
し
か
に
領
主
(
大
名
)
が
、
常
時

抱
え
て
い
る
多
数
の
家
来
達
を
収
容
し
て
お
く

た
め
に
は
、
そ
れ
く
ら
い
の
広
さ
は
当
然
必
要

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
(
以
下
略
)
。

こ
の
よ
う
に
諸
大
名
の
江
戸
屋
敷
、
と
り
わ
け
上

屋
敷
は
「
重
厚
な
構
え
」
を
誇
示
す
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
う
し
た
江
戸
屋
敷
は
江
戸
で
藩
の
政
務
を

司
る
役
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
参
勤
に
よ
っ
て
江
戸

に
詰
め
る
漆
主
や
家
族
、
家
臣
の
住
宅
で
も
あ
っ

た
。
江
戸
に
詰
め
る
家
臣
の
数
は
藩
の
大
小
、
つ
ま

り
規
模
に
よ
り
一
様
で
は
な
い
が
、
一
般
に
は
大
藩

で
は
五

1
六
0
0
0
人
、
小
藩
で
五

1
六
O
O
人
は

母

住
ん
で
い
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
鯖
江
藩
の

江
戸
屋
敷
に
は
具
体
的
に
ど
れ
く
ら
い
の
家
臣
が
常

駐
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
「
鯖
江
御
家

臣
録
」
と
題
す
る
史
叫
が
あ
り
、
そ
れ
に
は

鯖
江
藩
間
部
家
家
臣
分
限
記

エ

印

江

戸

屋

敷

住

居
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と
あ
り
、
江
戸
屋
敷
住
居
者
に
「
エ
印
」
が
付
け
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
「
分
限
記
」
に
「
エ
印
」
が
付
け

ら
れ
て
い
る
家
臣
は
年
寄
石
井
策
之
丞
(
三
一
一

O

石
)
や
年
寄
里
見
内
記
(
二
七
O
石
)
な
ど
五
七
名

で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
江
戸
に
詰
め
る
家
臣
で
小

藩
の
場
合
、
五

1
六
O

O
人
が
住
ん
で
い
た
、
と
い

う
数
字
か
ら
み
る
と
少
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

が
、
「
エ
印
」
の
あ
る
五
七
名
と
い
う
の
は
国
元
鯖

江
か
ら
赴
任
し
て
い
る
家
臣
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

こ
の
ほ
か
の
家
臣
は
現
地
(
江
戸
)
で
採
用
さ
れ
て

画

い
た
の
で
あ
る
。
江
戸
屋
敷
の
職
制
は
、
家
老
以

下
、
国
元
と
相
似
の
役
職
の
ほ
か
幕
府
や
他
藩
と
の

聞
で
さ
ま
ざ
ま
な
折
衝
に
あ
た
る
留
守
居
な
ど
が
置

か
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
海
保
育
陵
の
『
経
済
談
』
に
「
諸
大

名
共
に
国
用
の
大
半
は
江
戸
入
用
な
る
も
の
と
江
戸

に
で
も
言
ふ
も
の
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
藩
財
政
支

出
の
な
か
で
大
半
を
占
め
た
の
が
江
戸
屋
敷
の
経
費

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
鯖
江
藩
の
場
合
、
江
戸
屋
敷

で
の
所
要
経
費
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、

具
体
的
に
な
が
め
て
お
こ
う
。
江
戸
藩
邸
の
維
持
経

営
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
を
具
体
的
に

示
す
史
料
は
乏
し
い
が
、
安
政
五
年
(
一
八
五
八
)

骨

の
鯖
江
藩
乙
坂
組
大
庄
屋
の
記
録
「
御
用
日
記
」
に

町
在
へ
の
無
心
の
た
め
に
作
ら
れ
た
「
収
納
差
引

書
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
歳
入
の

総
額
は
、
一
万
九
九
三
四
両
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
歳
出
は
一
万
九
千
二
六
両
(
歳
入
の
九
八

パ
ー
セ
ン
ト
)
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
江

戸
諸
入
用
、
つ
ま
り
江
戸
屋
敷
の
所
要
経
費
が
八
四

三
人
両
(
歳
出
の
四
=
一
パ
ー
セ
ン
ト
)
と
な
り
歳
出

面
で
は
最
も
多
い
支
出
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

最
大
の
支
出
項
目
は
家
中
扶
持
米
の
二
o
=
二
両
余

で
、
つ
い
で
家
中
物
成
諸
給
金
の
千
六
五
O
両
余
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
扶
持
方
そ
の
他
の
諸
給
金
で
、

つ
ま
り
人
件
費
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
大
き
な
比
重
を

占
め
る
の
は
、
公
務
金
一

0
0
0
両
、
進
物
方
六
七

O
両
で
、
幕
府
や
諸
大
名
と
の
渉
外
も
大
き
な
出
費

で
あ
っ
た
。
藩
主
の
在
江
戸
年
と
在
国
元
年
と
で
は

藩
邸
の
所
要
経
費
も
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
江
戸
屋
敷
の
維
持
管
理
、
運

営
に
は
多
く
の
費
用
を
要
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
江
戸
は
火
災
の
多
い
都
市
で
、
大
名
の
屋

敷
も
し
ば
し
ば
火
災
に
遭
っ
て
い
る
。
鯖
江
藩
の
江

戸
屋
敷
で
も
享
保
六
年
(
一
七
二
一
)
二
月
、
宝
暦

十
年
(
一
七
六
O
)
二
月
、
明
和
八
年
(
一
七
七
一
)

一
月
、
寛
政
元
年
(
一
七
八
九
)
四
月
な
ど
と
し
ば

し
ば
火
災
に
遭
遇
し
て
い
る
。
鯖
江
藩
儒
臣
の
芥
川

は
『
文
献
綴
遺
』
に
お
い
て
「
寛
広
院
様
ノ
江
戸
邸

舎
ノ
土
木
ハ
美
麗
ヲ
事
ト
ス
へ
カ
ラ
ス
、
火
災
多
キ

処
ナ
レ
ハ
幾
度
類
焼
ス
ト
モ
速
ニ
元
ノ
如
ク
営
建
ス

ヘ
キ
覚
悟
コ
ソ
緊
要
ナ
レ
ト
宜
ヒ
ケ
ル
ハ
、
実
ニ
御

格
言
ト
申
奉
ル
ヘ
シ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
三

代
詮
方
の
言
葉
を
引
用
し
江
戸
屋
敷
が
華
美
に
な
る

こ
と
を
戒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

江
戸
屋
敷
で
は
上
屋
敷
に
限
ら
ず
、
中
屋
敷
、
下

屋
敷
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
み
ら
れ
た
。
江
後
迫

骨

子
氏
の
「
武
家
の
江
戸
屋
敷
の
生
活

E
」
に
よ
れ

ば
、
江
戸
屋
敷
の
年
中
行
事
と
し
て
正
月
、
雛
節
句
、

嘉
祥
、
月
見
、
虫
干
、
歳
末
な
ど
が
あ
り
、
儀
礼
的

行
事
と
し
て
法
事
や
誕
生
日
、
遊
興
的
行
事
で
は
寺

社
参
詣
、
そ
れ
に
暑
中
見
舞
や
寒
中
見
舞
・
歳
暮
な

ど
の
交
際
や
贈
答
が
あ
っ
た
と
い
う
。
鯖
江
藩
の
江

戸
屋
敷
で
も
こ
う
し
た
年
中
行
事
を
中
心
と
し
た
行

事
が
あ
っ
た
こ
と
が
「
御
用
状
」
に
も
記
さ
れ
て
い

ヲ心。
ま
た
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
江
戸
屋
敷
で
は

頻
繁
に
相
対
替
が
繰
り
返
さ
れ
「
御
用
状
」
に
よ
れ

ば
そ
の
都
度
、
畳
の
表
替
や
障
子
の
張
替
え
、
家
財
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道
具
の
運
搬
等
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
細
か
な
規
定

が
出
さ
れ
て
い
る
。
藩
に
と
っ
て
も
、
江
戸
に
定
府

す
る
者
に
と
っ
て
も
、
在
香
の
者
に
と
っ
て
も
、
頻

繁
な
相
対
替
、
つ
ま
り
屋
敷
の
変
更
は
大
き
な
負
担

に
な
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
鯖
江
藩
の
江
戸
屋
敷
に
関
し
て
そ
の
変
遷

・
経
過
、
そ
し
て
屋
敷
に
詰
め
た
人
員
、
藩
邸
の
所

要
経
費
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
o

こ
こ
で
要
点
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
大
名
屋
敷
は

基
本
的
に
は
将
軍
か
ら
拝
領
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に
よ
り
相
対
替
と
称
し
て
土

地
の
移
動
が
か
な
り
頻
繁
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
鯖

江
藩
に
お
い
て
も
本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
相
対
替

が
行
な
わ
れ
、
そ
の
た
め
江
戸
屋
敷
(
藩
邸
)
の
変

遷
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し

た。
屋
敷
に
詰
め
た
人
員
ゃ
、
藩
邸
の
所
要
経
費
、
行

事
な
ど
に
つ
い
て
は
概
略
し
か
述
べ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

45 

竹
内

鯖
江
藩
の
江
戸
屋
敷
に
つ
い
て

ω

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
教
授
宮
崎
勝
美
氏
、
鯖
江
市
植
田
命
寧
氏
、

神
奈
川
県
在
住
の
松
丸
耕
作
氏
の
ご
教
示
を
え

ま
し
た
。
鯖
江
藩
日
記
な
ど
の
閲
覧
で
は
、
鯖

江
市
資
料
館
の
み
な
さ
ん
に
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
し
た
。
付
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

註
①
『
日
本
の
近
世
』
(
九
)
所
収
、
宮
崎
勝
美
「
江
戸
の
土

地
大
名
・
幕
臣
の
土
地
問
題
」
(
一
九
九
二
年
中
央

公
論
社
。

②
植
田
家
之
書
「
私
第
地
名
考
」
。

③
植
田
家
文
書
「
享
浄
院
様
御
実
録
」
。

④
宮
崎
勝
美
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

⑤
間
部
詮
之
は
詮
房
の
実
弟
。
い
わ
ゆ
る
「
本
所
間
部

家
」
の
祖
と
な
っ
た
。

⑥
芥
川
家
文
書
『
文
献
援
遺
』
。

⑦
「
従
江
戸
到
来
御
用
状
」
享
保
元
年
二
月
十
一
日
付

二
番
用
状
。

③
「
鯖
江
藩
日
記
」
享
保
十
五
年
八
月
十
七
日
条
。

③
「
近
代
沿
革
図
集
」
(
芝
・
三
田
・
芝
浦
)
一
九
七
一

年
港
区
三
田
図
書
館
編
。

⑮
「
鯖
江
藩
日
記
」
安
政
元
年
十
一
月
一
一
十
八
日
条

⑪
別
冊
歴
史
読
本
『
江
戸
東
京
古
地
図
散
歩
」
一
九
九

九
年
刊
新
人
物
往
来
社
。

⑫
「
従
江
戸
到
来
御
用
状
L

延
享
三
年
十
二
月
二
日
付

三
二
番
用
状
。

⑬
前
掲
別
冊
歴
史
読
本
『
江
戸
束
京
古
地
図
散
歩
』
。

⑭
「
従
江
戸
到
来
御
用
状
」
慶
応
三
年
四
月
十
八
日
付

一
一
一
番
用
状
。

⑬
ロ
パ

l
ト
・
フ
ォ

l
チ
ユ
ン
著
・
三
宅
馨
訳
『
幕
末

日
本
探
訪
記
江
戸
と
北
京
』
一
九
九
七
年
講
談
社
。

⑮
『
江
戸
学
辞
典
』
(
大
名
屋
敷
の
項
)

文
堂
。

⑫
鯖
江
市
田
部
井
家
文
書
「
鯖
江
御
家
臣
録
」
。
史
料
奥

書
に

右
者
元
治
元
甲
子
年
鯖
江
御
領
主
間
部
君
御
家

臣
録
給
分
限
之
記
、
田
代
又
助
写
置
侯
を
借
請

写
置
も
の
也

明
治
廿
二
年
七
月田

部
井

一
九
九
四
年
弘

五
明

と
あ
る
。

⑬
「
従
江
戸
到
来
御
用
状
」
に
は
、
江
戸
で
採
用
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
家
臣
の
名
が
散
見
す
る
。
彼
ら
は
直

接
、
落
の
家
臣
で
は
な
い
の
で
、
家
臣
の
由
緒
録
で

あ
る
「
御
家
人
帳
」
に
は
搭
載
さ
れ
て
い
な
い
。

⑬
丹
生
郡
朝
日
町
乙
坂
千
秋
家
文
書
。
安
政
五
年
「
御

用
日
記
」
。

⑫
港
区
立
郷
土
資
料
館
研
究
紀
要
第
六
号
二
O

O
一
年

港
区
立
郷
土
資
料
館
編
。

。

校
了
直
前
、
「
日
記
」
明
治
二
年
二
月
十
三
日
条
に
次
の

よ
う
な
記
事
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。

一
、
左
之
通
以
書
付
夫
々
申
渡
之

監

察

:

内
監
察
、
I

西
久
保
切
通
居
屋
敷
・
品
川
大
井
村
下
屋
敷
共

願
之
通
下
賜
、
其
余
屋
敷
者
可
差
上
事

正

月

行

政

官

つ
ま
り
、
本
稿
(
上
)
の
表
一
で
不
詳
と
し
た
四
谷
角
筈

屋
敷
の
上
地
は
、
明
治
二
年
一
月
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

の
で
、
こ
こ
に
付
記
し
て
お
き
た
い
。
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